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令

青
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四
十
号

庁

中

一

般
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機

関

海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
チ
ー
ム
設
置
規
程

(

設
置)

第
一
条

商
工
労
働
部
に
海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
チ
ー
ム

(

以
下

｢

推
進
チ
ー
ム｣

と
い
う
。)

を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
二
条

推
進
チ
ー
ム
は
、
中
華
人
民
共
和
国
大
連
市
そ
の
他
海
外
の
地
域
と
の
産
業
及
び
経
済
に

関
す
る
交
流
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

(

推
進
チ
ー
ム
の
職
等)

第
三
条

推
進
チ
ー
ム
に
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
。

２

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
推
進
チ
ー
ム
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

第
四
条

推
進
チ
ー
ム
に
必
要
に
応
じ
総
括
副
参
事
、
副
参
事
、
総
括
主
幹
、
主
幹
、
総
括
主
査
、

主
査
及
び
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

２

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
推
進
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
重
要
な
事
項
に

つ
い
て
企
画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

３

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
推
進
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企

画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

４

総
括
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
推
進
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
企
画
、
調
査
及

び
立
案
に
当
た
る
。

５

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
推
進
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当

た
る
。

６

総
括
主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

７

主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

８

そ
の
他
の
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
推
進
チ
ー
ム
の
事
務
に
従
事
す
る
。

(

推
進
チ
ー
ム
の
担
当
次
長)

第
五
条

商
工
労
働
部
の
次
長
の
う
ち
商
工
政
策
課
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
次
長
は
、
部
長
を
補

佐
し
、
推
進
チ
ー
ム
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中

｢

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
長｣

の
下
に

｢

、
海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
チ
ー

ム
リ
ー
ダ
ー｣
を
加
え
る
。

(

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正)

３

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程

(

昭
和
五
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
二
号
中

｢

設
置
さ
れ
た｣

の
下
に

｢

海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
チ
ー
ム
及
び｣

を
加

え
、｢

及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
改
め
る
。

(
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
改
正)

４

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
改
め
、｢

設
置
さ
れ
た｣

の
下
に

｢

海
外
産
業

経
済
交
流
推
進
チ
ー
ム
及
び｣

を
加
え
る
。

｢

別
表
第
二
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
三
条
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
青
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ

海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
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ー
ム
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海
外
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経
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Ｉ
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班

海
外
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業
経
済
交
流
推
進
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
長

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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・
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行


